
社会保険労務士（社労士）に 

アウトソーシングしませんか？？ 
 社会保険労務士と契約するメリットは・・・・ 

◎時間の有効活用 

 
 
 
 
 

◎経費の節約 

 
 
 
 
 

◎保険給付を確実に！！ 

 
 
 
 
 

◎情報の提供 

 
 
 
 
 

◎労務や人事システムのご相談 

 
 
 
 
社 会 保 険 労 務 士 は 、 社 長 ・ 経 営 者 の 応 援 団 で す ！ ！ ！ 

 
 
 
 

 労働保険や社会保険の書類の作成、書類提出に必要な時間（役所の往復や待ち時間）等、

簡単な書類でも結構時間のかかる仕事です。これを経費に換算したら・・・・ 
 ⇒社労士に委託して頂けは、その時間は経営・営業の為に活用出来ます！！！ 

 社長・経営者の方が、書類の提出の為に半日取られたら、売上に換算すると・・・10万円
や 20万円を越しませんか！？交通費や駐車場代なども必要になりますね？ 
 ⇒そんな無駄な経費は、社労士に業務を委託してカットしてしまいましょう！！ 

ご用命は、下記までお願いします。 
 みやこ社会保険労務士事務所  社会保険労務士 松村 篤 
 TEL/FAX：075-353-9269 E-mail：BYK00325@nifty.ne.jp 
 携帯：090-1710-2045 
※：既に顧問の社会保険労務士の先生がいる場合は、お手数ですが破棄願います。 

 

 労災、健康保険などの保険給付は意外と複雑です。 
 高額療養費や傷病手当金等の制度をご存知でない方も時々いらっしゃいます。 
 ⇒社労士に委託して頂ければ、法律に規定された給付はがっちり受け取れます！！ 

 助成金や労働法の改正情報をこまめにチェックできますか？ 
 助成金の申請漏れなどは取り返しがつかなくなります。 
 ⇒社労士に委託して頂ければ、助成金もしっかりゲット！！ 
  法改正も「知りません」では済まない事も！！ 

 賃金制度や退職金制度の見直しや、裁量労働制などの諸制度の整備もお任せ下さい！！ 
 また、社内の労働や従業員に関するトラブルも大きな問題に発展する前に善処します！！ 


